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１．推進体制 

公共施設マネジメントの推進にあたっては、全ての公共建築物を一元的に情報管理し、各施設等

の所管課をはじめ建設部や企画財政部との連携や情報の共有をし、財政計画や公共施設等の状況等

を総合的に判断して、計画的に公共施設等の管理に取り組んでいくものとします。 

また、インフラ系施設については、専門的な技術やノウハウの蓄積がある、それぞれの所管課に

おいて公共施設マネジメントを推進していきます。 

今後、総合管理計画の方針や本計画における各施設の方向性に基づき、個別施設ごとに具体的な

取り組みを行いますが、事務的な整理や整備手法などの検討、具体的な対策の実施にあたっては、

対象施設に関連する市民・施設利用者・関係団体等との協議を行い、十分な調整と合意形成を図り

ながら進めます。 

また、長寿命化や複合施設化、予防・維持保全の推進を行う施設については、それぞれ修繕（改

修）計画を策定し、実際の事業実施に際しては、財政状況との整合性を図り財政負担の平準化を図

ります。 

 

２．全庁的な取り組み体制の構築及び情報管理・共有方策 

2021 年（令和３年）から財産契約課を設置し、財産管理について横断的な適正管理が図られるよ

う機構改革を行いました。 

また、「新しい公会計」の視点により、固定資産台帳等の整備を進めていく中で、保有する公共施

設等の情報を一元管理する体制を整え、システム等の活用により庁内の情報共有を図ります。 

これらの一元化された情報を基に連携調整を図り、事業の優先順位を判断しながら、持続可能な

施設整備・運営管理を行います。 

 

３．市民等との協働 

公共施設のあり方を検討する際には、「伊達市市民参加条例」に基づき市ホームページやパブリ

ックコメントを活用した情報発信など、市民からの意見・要望を採り入れながら、公共施設マネジ

メントを推進します。 
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４．PDCA サイクルの確立 

本計画は公共施設マネジメントに PDCA サイクルを採り入れ、常時、Plan（計画）➡Do（実行）

➡Check（評価）➡Action（改善）を意識することにより、計画自体を継続的に改善していきます。 

施設所管課は、本計画に基づいて施設ごとに再編計画や保全計画を作成し、PDCA を繰り返し、

施設ごとに効果の検証と課題等を庁内推進委員会に報告します。委員会では本計画の進行状況をま

とめ、内容の検討を繰り返すことにより、適正な計画へと見直しを行います。 

本計画の改訂を伴う場合は、必要に応じてパブリックコメントを行い、議会への報告、市広報紙

等への掲載を行います。 
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・公共施設等総合管理計画 

・公園施設長寿命化計画 

・橋梁長寿命化修繕計画 

・個別施設計画 など 
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